
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成 25 年３月 

伊達市国民健康保険 

 

第２期伊達市特定健康診査等実施計画 

 

平成 25 年度 ～ 平成 29 年度 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



目 次 

 

【序 章】 計画策定にあたって                      

 １．計画策定の背景 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １ 

 ２．計画策定の趣旨と第２期計画の位置づけ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １ 

 ３．特定健康診査・特定保健指導の基本的な考え方 ‥‥‥‥‥‥‥‥ ２ 

 ４．メタボリックシンドロームに着目する意義 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３ 

 ５．第２期計画の期間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ５ 

【第１章】伊達市国民健康保険の現状と課題                

 １．伊達市の医療費等の現状 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ６ 

 （１）被保険者の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ６ 

 （２）医療費と特定健康診査の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ９ 

 ２．第１期特定健診等事業の評価 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １５ 

 （１）特定健康診査の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １５ 

 （２）特定保健指導の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １９ 

 （３）メタボリックシンドローム該当者・予備群の状況 ‥‥‥‥‥ ２１ 

 ３．第１期特定健康診査・特定保健指導の課題 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２２ 

 （１）医療費と健康状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２２ 

 （２）特定健康診査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２２ 

 （３）特定保健指導 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２２ 

【第２章】達成しようとする目標について                 

 １．特定健康診査の実施目標 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２３ 

 ２．特定保健指導の実施目標 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２３ 

 ３．メタボリックシンドローム該当者・予備群について ‥‥‥‥‥ ２４ 

 ４．目標を達成するための対策 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２５ 

 （１）受診率向上と未受診者対策 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２５ 

 （２）保健指導の強化・拡大 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２５ 

 （３）受けやすい体制の確保と環境の整備 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２５ 

 （４）伊達市全体の健康づくりとの連携 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２５ 

【第３章】特定健康診査・特定保健指導の実施方法について         

 １．庁内組織体制 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２７ 

 ２．特定健康診査の実施方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２７ 

 （１）基本的な考え方 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２７ 

 （２）対象者 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２７ 

 （３）実施項目 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２７ 

 （４）実施場所と時期 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２８ 



 （５）受診券の交付及び受診方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２８ 

 （６）特定健康診査委託基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２９ 

 （７）特定健康診査のデータの保管及び管理方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥ ２９ 

 ３．特定保健指導の実施方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３０ 

 （１）基本的な考え方 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３０ 

 （２）対象者の選定と階層化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３０ 

 （３）保健指導の優先順位 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３１ 

 （４）対象者の重点化について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３３ 

 （５）特定保健指導委託基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３３ 

 （６）指導実施者の人材確保と資質向上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３３ 

 （７）特定保健指導のデータの保管及び管理方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥ ３３ 

 ４．年間スケジュール ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３４ 

【第４章】個人情報の保護について                    

 １．基本的な考え方 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３５ 

 ２．具体的な個人情報の保護 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３５ 

 ３．守秘義務規定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３５ 

【第５章】特定健康診査等実施計画の公表・周知について          

 １．特定健康診査等の実施計画の公表方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３６ 

【第６章】特定健康診査等実施計画の評価及び見直しについて        

 １．基本的な考え方 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３６ 

 ２．具体的な評価方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３６ 

 ３．評価の実施責任者 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３７ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

【序章】計画策定にあたって 

 

 

1. 計画策定の背景  

わが国は国民皆保険のもと、誰もが安心して医療を受けることができ、し

かも高い保健医療水準を維持した医療保険制度を実現し、世界でも有数の長

寿国となった。しかし、さまざまな社会環境の変化や急速な高齢化に伴い、

生活習慣病が増加し、死亡原因の約６割を占めている。 

 また、医療費においては、１人あたりの医療費が平成４年には１８８．７

千円、平成２１年度には２８２．４千円と上昇し続けており、医療費に占め

る糖尿病など生活習慣病の割合は国民医療費の約３分の１となっている。

（厚生労働省資料による） 

 糖尿病など生活習慣病の発症には、内臓脂肪の蓄積（内臓脂肪型肥満）が

関与しており、高血糖、高血圧、脂質異常症の状態が重なった場合には、虚

血性心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが高くなる。このため、メタボリッ

クシンドロームの概念を踏まえた上で、適度な運動やバランスのとれた食事

の定着などの生活習慣の改善を行うことにより、生活習慣病の発症リスクの

低減を図り、医療費の伸びの抑制に資する対策を講じていく必要がある。 

 

2. 計画策定の趣旨と第２期計画の位置づけ 

 国では、平成１８年６月に医療費制度構造改革関連法案が採択され、医療

費制度改革の基本方針として以下の３点が示された。 

① 生命と健康に対する国民の安心を確保するため、国民皆保険制度を堅持

する。 

② 制度の持続可能性を維持するため、経済指標の動向に留意しつつ、予防

を重視し、医療の質の向上・効率等によって医療費の適正化を実現し、

医療費を国民が負担可能な範囲に抑制する。 

③ 医療費に係る給付と負担の関係を、老若を通して公平かつ透明なものに

する。 

 このように、医療費適正化のために、治療重点の医療から疾病の予防を重

視した保健医療体系への転換を図ることとなった。 

 特に、生活習慣病の予防は、健康の確保の上で重要であるのみならず、治

療に要する医療費の減少にも資するとして、「高齢者の医療の確保に関する

法律（昭和５７年法律第８０号。以下「法」という。）」第１９条により、医

療保険者に対して平成２０年度より、糖尿病等の生活習慣病に関する特定健
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康診査を実施し、その結果により生活習慣の改善が必要である者に対する特

定保健指導が義務付けられており（特定健康診査及び特定保健指導（以下「特

定健康診査等」という））、さらに、実施にあたっては特定健康診査等実施計

画を定めるものとしている。 

 本計画は、「法」に基づき、伊達市国民健康保険が策定する計画であり、

特定健康診査等基本指針（法第１８条）を踏まえ、福島県地域医療計画とも

整合性を図りつつ、法第１８条第１項に規定する特定健康診査等に関する必

要事項を定めるものである。 

 計画の策定期間は５年を一期としており、第２期計画は平成２５年度から

平成２９年度までの５か年計画とする。 

 

3. 特定健康診査・特定保健指導の基本的な考え方 

   特定健康診査及び特定保健指導は、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因

となっている生活習慣を改善するための特定保健指導を行い、糖尿病、高血

圧症、脂質異常症等の生活習慣病の有病者・予備群を減少させるために実施

するものである。（下図参照）  

 

 平成 19 年度までの健診・保

健指導 

 平成 20 年度からの特定健康診査・特

定保健指導 

健診・保

健指導の

関係 

 健診に付加した保健指導  
内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病

予防のための保健指導を必要とする者

を抽出する健診 

特徴  プロセス重視の保健指導  結果を出す保健指導 

目的 

 個別疾患の早期発見・早期

治療 

 内臓脂肪型肥満に着目した早期介入・

行動変容 

リスクの重複がある対象者に対し、医師、

保健師、管理栄養士等が早期に介入し、行

動変容につながる保健指導を行う 

内容 

 健診結果の伝達、理想的な

生活習慣に係る一般的な情

報提供 

 
自己選択と行動変容 

対象者が代謝等の身体のメカニズムと生活

習慣との関係を理解し、生活習慣の改善を

自らが選択し、行動変容につなげる 

保健指導

の対象者 

 健診結果で「要指導」と指

摘され、健康教育等の保健

事業に参加したもの 

 
健診受診者全員に対し、必要度に応じ、

階層化された保健指導を提供 

リスクに基づく優先順位をつけ、保健指導

の必要性に応じて「情報提供」「動機付け

支援」「積極的支援」を行う。 

最新の科学

的知見と、

課題抽出の

ための分析
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4. メタボリックシンドロームに着目する意義 

 平成１７年４月に、日本内科学会等内科系８学会が合同でメタボリックシ

ンドロームの疾患概念と判断基準を示した。 

 これは、内臓脂肪型肥満を共通の要因として、高血糖、脂質異常、高血圧

を呈する病態であり、それぞれが重複した場合は、虚血性心疾患、脳血管疾

患等の発症リスクが高く、内臓脂肪を減少させることでそれらの発症リスク

の低減が図られるという考え方を基本としている。 

 すなわち、内臓脂肪型肥満に起因する糖尿病、高脂血症、高血圧は予防可

能であり、また、発症してしまった後でも、血糖、血圧等をコントロールす

ることにより、心筋梗塞等の心血管疾患、脳梗塞等の脳血管疾患、人工透析

を必要とする腎不全などへの進展や重症化を予防することは可能であると

いう考え方である。 

 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の概念を導入することによ

り、内臓脂肪の蓄積、体重増加が血糖、中性脂肪や血圧などの上昇をもたら

すとともに、さまざまな形で血管を損傷し、動脈硬化を引き起こし、心血管

疾患、脳血管疾患、人工透析の必要な腎不全などに至る原因となることを詳

細にデータで示すことができる。そのため、健診受診者にとって、生活習慣

と健診結果、疾病発症との関係が理解しやすく、生活習慣の改善に向けて明

確な動機づけができるようになると考える。 

方法 

 一時点の健診結果のみに基

づく保健指導 

画一的な保健指導 

 
健診結果の経年変化及び将来予測を踏

まえた保健指導 

データ分析等を通じて、集団としての健康

課題を設定し、目標に沿った保健指導を計

画的に実施する。また、個々人の健診結果

を読み解くとともに、ライフスタイルを考

慮した保健指導を行う。 

評価 

 

アウトプット（事業実施量）

評価実施回数や参加人数 

 
アウトカム（結果）評価 

メタボリックシンドローム該当者及び予備

群者の減少を目標とする。 

実施主体 
 

市町村 
 

医療保険者 

行動変容を

促す手法 
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5. 第２期計画の期間 

 この計画は５年を一期間とし、第２期は平成２５年度（２０１３年）から

平成２９年度（２０１７年）の５年間とし、５年ごとに見直しを行う。 

 

年度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見直し 

見直し 
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1. 伊達市の医療費等の現状 

(1) 被保険者の状況 

① 人口推移と高齢化率 

 伊達市の高齢者人口比率（６５歳以上の人口の割合）と総人口の変化

を住民基本台帳でみると、伊達市の人口は、合併時の平成１８年と比較

して減少傾向にある。また、高齢化人口比率は平成２４年４月現在

28.3％となっており、平成１８年の 25.1％から６年間で 3.2％増加して

いる。５歳階級別将来人口の推移をみても、今後も人口の減少と少子高

齢化傾向は続くと予想される。 

 

      ■伊達市の人口と高齢者人口比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （住民基本台帳 ：毎年４月１日現在） 

 

 

【第１章】伊達市国民健康保険の現状と課題 
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② 人口と国保被保険者数 

 

 平成２４年３月末の伊達市人口と国保被保険者数をみてみると、人口の

約３割を国保被保険者が占めている。年代別で見ると、退職後に国保加入

すると思われる６０歳から７４歳についてはその年代全人口の約４割を

占めるが、現役世代である０歳から５９歳では約２割となっている。 

 

■平成２４年（２０１２年）３月３１日現在の人口と国保被保険者数 

                      （性別・年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     資料：平成２４年３月３１日現在 行政区別年齢別人口統計表 

         平成２４年３月３１日現在 国保被保険者数 
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 次に、特定健康診査対象の４０歳から７４歳の人数を見てみると、平成

２１年度は被保険者数の 71.9％であった特定健診対象者数が平成２４年

は 75.4％となっており、国保全体の被保険者は減少しているが特定健診対

象者の割合が増えているのがわかる。 

 

  ■国保被保険者のうち特定健康診査の対象者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

毎年度７５歳になり後期高齢者医療制度に移行する被保険者は６００人

前後と見込まれ、社会保険離脱や転入等で新規加入人数より多いため、被

保険者数は年々減少している。 

 被保険者数が減少し、高齢化により多額の医療費を要する被保険者が増

加した場合、それらを支える人数が減少するため、国保財政はさらに厳し

くなると予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⼈⼝の約３割が国保被保険者 

 ⼈⼝とともに国保被保険者も減少・⾼

齢化の⾒通し 

 特定健康診査等の対象となる 40 歳以

上の被保険者は全被保険者の約 7 割 



- 9 - 

(2) 医療費と特定健康診査の状況 

① 医療費の推移 

 平成２１年度から平成２４年度の医療費を疾病大分類別にグラフ化した

結果、伊達市では、循環器系疾患（高血圧、虚血性心疾患等）にかかる医療

費が高額になっており、また、平成２４年度の伸びが顕著であった。 

 循環器系疾患は、生活習慣病に直接関連する疾病であり、その中でも高血

圧性疾患、心疾患、脳梗塞などが高額となっている。 

 

 ■伊達市疾病大分類別医療費分析結果上位５位の推移（H21～H24 比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：千円 
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 次に、特定健康診査等対象の４０歳から７４歳の受診を見てみると、レセ

プト件数の全受診件数１４，０２６件のうち生活習慣病の受診が５，０４１

件で約３６％、診療費では３７７，６４８千円のうち９３，２１７千円と約

２５％を占めている。 

 

 ■ ４０～７４歳国保被保険者の生活習慣病レセプト件数及び診療費の割合  

             （平成２４年５月受診分 国保総合システムより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 特定健康診査の状況 

 平成２０年度から平成２４年度の特定健診の結果について、項目ごとに有

所見者率をグラフ化したものが次の表である。 

 有所見者の割合が高いのは、収縮期血圧、ＬＤＬコレステロール、ＨｂＡ

１ｃであった。特に収縮期血圧は受診者の６０％と高い割合をしめている。 

平成２４年度はほとんどの項目で有所見者の割合が増加した。  
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 健診項目の中でも、生活習慣病との関連が深い血圧やヘモグロビン A1c

（※ヘモグロビン A1c とは、血液中に存在する蛋白で糖尿病の診断基準に

使われる）の詳細は次のようになっている。 

 血圧について見てみると、平成２３年度では健診受診者５，４１３人のう

ち、要指導者（正常高値の者）及び要医療者（Ⅰ度・Ⅱ度・Ⅲ度高血圧の者）

の人数は３，３８９人で全体の 62.7％となっている。経年で見ると、平成

２１年度でやや好転したものの要指導者・要治療者の割合は年々増加してお

り、うち危険度が高いⅡ度・Ⅲ度高血圧の割合も増えている。 

 

■特定健診受診者の血圧の状況 
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ヘモグロビン A１c については、平成２３年度は指導対象者及び要治療対象

者数は１，６５６人で全体の 30.6％となっている。H２０年度から指導が必

要な者の割合は横ばいであるが、危険度が高い 6.1 以上の割合は微増傾向に

ある。 

 

 ■特定健診受診者のヘモグロビンＡ１ｃの状況 
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 伊達市国保被保険者の⽉間 1 ⼈あたりの医療費は 21,151 円 

 40 歳から 74 歳の⼈の医療費のうち、⽣活習慣病の治療に要した

費⽤は約 25％ 

 医療費では「⾼⾎圧性疾患」「脳⾎管性疾患」「糖尿病」の割合が

⾼い 

 医療機関にかかった件数では「⾼⾎圧性疾患」「糖尿病」「脂質異

常症」の割合が多い 

 特定健診の有所⾒者状況は、⾎圧・脂質・糖の順に⾼い。 
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2. 第１期特定健診等事業の評価 

(1) 特定健康診査の状況 

 平成２０年度から実施してきた伊達市特定健康診査は、形態はその他の検

診との同時受診ができる集団健診とし、会場は合併前旧町ごとに設定し、７

月から１１月までのおよそ５ヶ月間の期間で実施してきた。その他に、７０

歳以上の被保険者及び住民税非課税世帯を無料にする、国の基本項目以外

（クレアチニン等）の早期導入など、被保険者が受診しやすい環境と内容の

充実を図ってきた。 

 

① 受診率について 

 伊達市の受診率は、全国及び福島県の受診率を上回っているものの年々減

少しており、計画策定当初に設定した目標受診率には達していない状況であ

る。 

 

 ■目標値の達成状況 （各年度の法定報告値） 

  対象者数 受診者数
全国の 

受診率 

県内市町

村受診率

伊達市 

受診率 

第１期 

目標値 

平成 20 年度 13,413 人 6,114 人 30.9％ 36.4％ 45.6% 45%

平成 21 年度 13,322 人 5,847 人 31.4％ 36.9％ 43.9% 50%

平成 22 年度 13,233 人 5,602 人 32.0％ 36.8％ 42.3% 55%

平成 23 年度 13,249 人 5,328 人 32.7％ 34.6％ 40.2% 60%
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 年齢別に見ると若年層が、男女別では男性のほうが受診率が低いことがわ

かる。 

 

  ■男女別・年齢別受診率 
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 合併前旧町ごとの地区の要素も加えると、平成２４年度の受診率目標値６

５％を超えているのは、伊達地区の５５歳から５９歳（男性）のみである。 

 また、地区別・男女別に見ると霊山地区の男女と伊達地区・保原地区の女

性は受診率４０％未満となっており、他地区と比べ低いことがわかる。 

 

  ■地区・年齢・男女別受診率（平成２４年度健康診査受診状況） 

※健康推進課でのＨ25.2.28 現在速報値。法定報告値とは異なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２３年度の受診率は４０．２％ 

 受診率は年々減少傾向 

 若い世代ほどの受診率が低い 

 男性のほうが⼥性より受診率が低い 
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② 継続受診者と未受診者の状況 

 次年度健診対象者の数は大きく変わらないが、継続して特定健康診査を受

診している被保険者は年々減少している。また、新規受診者も減少している。 

 ■継続受診の状況 

 

 

 

 

③ 未受診理由の状況 

 伊達市総合福祉計画健康だて２１計画におけるアンケートにて、以下のよ

うな結果を得た。（複数回答形式） 

 「具合が悪ければいつでも病院にいけるから」が 34％で、次いで「健康

だから」が 23.6％、「治療中だから」が 22.4％となっている。特定健康診査

の目的である予防医学の観点もしくは必要性が伝播されていないと思われ

る。 

  ■アンケート結果 

 

特定保健指導の状況（Ｈ23 年度指導分まで実績あり。小野さん） 
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 (2)  特定保健指導の状況 

 特定健康診査の結果から、伊達市の現状では血圧、血糖、脂質の有所見者

の割合が高く、これらのリスクを重複している被保険者を対象者とし、早期

介入し、行動の変容につながる保健指導を実施してきた。初回面接は、健診

結果配布後すみやかに面談をし、積極的支援対象者には６か月以上の継続的

な支援、動機づけ支援対象者には原則１回の支援を行った。 

 

①実施率について 

  伊達市の特定保健指導の実施率は、毎年度、全国及び福島県市町村国保の

平均実施率を上回り、平成２１年度からは徐々に上回ってはいるが、計画策

定当初に設定した目標実施率には達していない状況である。 

 ■目標値の達成状況 

  
特定健診

受診者数 
対象者数 実施者数

全国の 

実施率 

県内市町

村実施率 

伊達市 

実施率 

第１期

目標値

平成 20 年度 6,114 人 960 人 380 人 14.1％ 16.9％ 39.6% 25%

平成 21 年度 5,847 人 810 人 175 人 19.5％ 19.5％ 21.6% 30%

平成 22 年度 5,602 人 682 人 164 人 20.9％ 18.7％ 24.0% 35%

平成 23 年度 5,328 人 703 人 202 人 21.7％ 15.6％ 28.7% 40%
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②特定保健指導終了者の経過 

 特定保健指導の選定基準は腹囲や血糖、脂質、血圧、喫煙歴などであるが、

そのうち腹囲や血圧についてと、評価の目安となる体重について、終了者の

参加前、参加後の数値の変化を見てみると、平均で腹囲は 0.79ｃｍ、体重は

1.87 ㎏、血圧は収縮期が７mmHg、拡張期が 2.6mmHg とすべての項目で改善

がみられた。 

  

 ■特定保健指導終了者の参加前と参加後の変化 

              （腹囲：cm 体重：㎏ 血圧：mmHg） 

 

 

 特定保健指導の利用者からは、「検査の意味がわかった」「体（血管）の中

で起こっていることがわかった」「体重（腹囲）が減って動きやすくなった」

などの声も聞かれ、健診結果に基づいた指導が、自らの体の変化に気づき行

動変容のきっかけとなったことがわかった。 

 戸別訪問を強化したことで、自らの健康状態に関心を持つ市民が増え、健

診の結果を経年で読み取り「昨年と比べ結果が良くないのにどうして訪問に

来ないのかと思っていた」などと、自身の体を気づかい保健指導や支援を待

つ声も聞かれた。 
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（３） メタボリックシンドローム該当者・予備群の状況 

 ■ メタボリックシンドロームの判定基準 

 
 メタボリックシンドローム該当者については、平成２０年度で 15.8％、

平成２３年度で 16.8％となっており、県内市町村平均よりはいずれの年度

も下回っている。一方、予備群については、平成２０年度、２１年度は県市

町村平均を上回っていたが、平成２３年度で同程度、平成２４年度では下回

る結果となった。 

 県全体で予備群は減少傾向だが、該当者は増加傾向にある。 
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３．第１期特定健康診査・特定保健指導の課題 

 伊達市の現状と第１期特定健康診査・特定保健指導の評価を踏まえ、下記

の(１)から(３)について各々３点ずつ課題を絞込み、第２期における各事業

の内容を検討するものである。 

（１）医療費と健康状況 

 ■ 被保険者の減少と高齢化により、今後ますますの医療費増が予想さ 

   れる。 

 ■ 内臓脂肪型肥満に起因する循環器系の疾患、高血圧性疾患が多い。 

   ■ 生活習慣病と密接に関連する血圧・糖が重症化している。 

 

（２）特定健康診査 

 ■未受診者・低受診率年代、地区へのアプローチ 

  (電話訪問などの個別勧奨） 

 継続受診率の向上 

(自己管理で結果を確認する重要性を周知） 

 早期予防を観点とする制度の周知が低い。 

(制度周知の徹底・ＰＲ・広報活動) 

（３）特定保健指導 

■保健指導対象者への全体の支援 

 （現在は優先順位で個別訪問実施・マンパワー確保） 

■無関心層へのアプローチ 

 （指導事業内容の検討・国保だより等で啓発・PR） 

■保健指導実施後のフォロー 

 （継続した支援・ポピュレーション・社会資源の活用） 
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 特定健康診査等基本指針で示された参酌標準に基づき、特定健康診査受診率、

特定健診保健指導実施率にかかる本計画最終年度の目標数値を設定し、さらに

それに向けた各年度の目標数値を次のとおり設定する。 

 

１．特定健康診査の実施目標 

 

伊達市の特定健診実施率は、40.2％（23 年法定報告）である。平成 29 年度

までに国の特定健康診査等基本指針に掲げる 60％を目標とする。 

 ■各年度の目標実施率 

  

  最終年度とする平成29年度までの対象者見込み数については、５年後の被

保険者数の減少を推定し、平成23年度の対象者数から予測したもの。 

  ■対象者および実施者見込み数               （人） 

  特定健康診査の対象者は、４０歳以上７５歳未満の国民健康保険被保険者

数から下記のものを除外した人数とする。 

 ①事業主健診の受診者 

 ②特定健康診査に相当する健診を受診し、その結果を証明する書面を提出した者 

 ③年度途中に転入・転出等の異動が生じた者 

 ④妊産婦 

 ⑤その他厚生労働大臣が定める者（刑務所入所中、海外在住、長期入院等の者） 

   

 

２．特定保健指導の実施目標 

 

  伊達市の特定保健指導実施率は、27.2％（23 年法定報告）である。平成 29

年度までに国の特定健康診査等基本指針に掲げる 60％を目標とする。 

 

 

 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

特定健診実施率 ４３％ ４６％ ５０％ ５５％ ６０％

  平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

対象者(予測）数 13,181 13,146 13,111 13,076 13,041

実施(予測）数 5,667 6,047 6,555 7,191 7,824

【第２章】達成しようとする目標について 
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■各年度の目標実施率 

 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

特定保健指導実施率 ３５％ ４０％ ４７％ ５３％ ６０％

 

  ■対象者および実施者見込み数 

 特定保健指導の対象者は、特定健診実施見込み数に平成２３年度の伊達市特

定保健指導発生率：積極的支援3.7％ 動機づけ支援9.4％を乗じて推定したも

の。                              （人） 

   ※階層化率は平成２３年度 積極的支援3.7％、動機づけ支援9.4％とした。 

                                           

３．メタボリックシンドローム該当者・予備群について 

  第１期では特定健診等の実施の結果にかかるメタボリックシンドローム該

当者及び予備群の減少率を10％以上にすることと設定されていたが、基本指

針改正（平成２４年９月２８日更正労働大臣告示）により、第２期は下記の

ように改正された。 

  このことから、伊達市では目標設定は行わず、該当者及び予備群の構成割

合や減少率を把握し、保健事業評価に活用する。 

 

 

 

 

  平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

積極的支援 

対象者（予測）数 
209 223 242 266 289

積極的支援 

実施者（予測）数 
73 89 113 140 173

動機づけ支援 

対象者（予測）数 
532 568 616 675 735

動機づけ支援 

実施者（予測）数 
186 227 289 357 441

 平成２９年度において、平成２０年度と比較したメタボリックシンドロームの

該当者及び予備群の減少率を２５％とすること。 

 各保険者は当該数値を必ずしも目標として設定する必要はないが、特定健康診

査等の対象におけるメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の構成割合

や減少率を基に、各保険者において、特定健康診査等の効果の検証や効率的な対

策の検討を行うことは重要であることから、各保険者がこれらの数値を把握し、

保健事業に活用することが望ましい。 
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４．目標を達成するための対策 

 

  特定健康診査及び特定保健指導の啓発・普及を促進し、第２期計画で掲げ

る目標を達成するため、次の４つの対策を実施する。 

 

（１）受診率向上と未受診者対策 

 ■個別勧奨の実施と強化 

  ４０歳代や連続未受診者等、あるいは受診率が低い地区など、受診動向を

分析し焦点を絞った受診勧奨を実施する。 

 ■多様な情報媒体を活用した周知 

   広報誌、パンフレット、市ホームページ等を活用し、メタボリックシン

ドロームや生活習慣病に関する知識の普及、特定健康診査・特定保健指導の

啓発に努め、事業の実施全般について周知する。 

 ■制度の周知徹底 

   各種会合や集会に出向き、生活習慣病やメタボリックシンドロームに着

目し早期予防の観点などの特定健康診査受診の重要性について市民への周

知徹底をはかる。 

 ■特定健康診査や特定保健指導の実績を広く市民に公表し、事業に対する関

心を高める。 

 

（２）保健指導の強化・拡大 

 ■重症化予防 

   血圧と糖に的を絞り、重点化により絞り込んだ高リスク対象者へ重症化 

  予防のための保健指導を最優先とする。 

 ■指導方法の工夫 

   個別指導とポピュレーションアプローチ（健康教室等の集団指導）とを 

  併用し、指導の相乗効果をねらう。 

 ■未利用者へのアプローチ 

   継続指導該当者で未利用者に対し、個別利用勧奨を実施する。 

 

（３）受けやすい体制の確保と環境の整備 

 ■特定健診とがん検診の同時受診が可能な集団健診の継続、受診者のニーズ

に合わせた実施方法や受診環境を検証し、施設での健（検）診・保健指導

の導入を検討するなど、より効果的で魅力的な実施方法を検討し体制を整

備する。 

  

（４）伊達市全体の健康づくりとの連携 

 ■「伊達市健康だて２１ 平成２４年３月後期改定」と整合・調整を図る。 

 ■「伊達市健幸都市」構想に沿った事業展開をし、市民への健康意識の普及 

  啓発に努める。 
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・平成 25 年度は特定健康診査実施率

43％、特定保健指導35％目指します。

 

・受診率向上対策の強化を図り、特

定健康診査および特定保健指導の成

果を挙げるため、さまざまな対策を

講じます。 
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１．庁内組織体制 

 特定健康診査・特定保健指導の実施は医療保険者の義務となっている。伊達

市国民健康保険の担当である国保年金課が所管課となるが、がん検診や健康教

育等の保健事業とのかかわりが密接なため、健康推進課と連携して実施するも

のである。 

 

２．特定健康診査の実施方法 

（１）基本的な考え方 

  特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを

目的として、メタボリックシンドロームに着目し、この該当者および予備群

を減少させるための特定保健指導を必要とするものを、的確に抽出するため

に行うものとする。 

 

（２）対象者 

  伊達市国民健康保険被保険者のうち、実施年度中に40～75歳未満の年齢

に達する者を対象に年１回実施する。（原則として、実施年度の４月１日現

在において加入しており、かつ、年度途中での加入脱退等異動のない者） 

 

（３）実施項目 

  健診項目は、厚生労働省が示す基準では、「基本的な健診項目」と医師の

判断に基づき選択的に実施する「詳細な健診項目」がある。伊達市では、独

自の健診項目として、詳細健診とあわせ腎機能検査（血清クレアチニン・ｅ

-GFR）と痛風検査（尿酸）を実施する。 

 

特定健康診査 

基準項目 

伊達市国民健康保険 

特定健康診査実施項目

身体測定 

  

  

  

  

質問（問診） ○ ○ 

計測 身長 ○ ○ 

  体重 ○ ○ 

  BMI ○ ○ 

  腹囲 ○ ○ 

診察等 理学的所見 ○ ○ 

【第３章】特定健康診査・特定保健指導の 

     実施方法について 
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血圧測定   ○ ○ 

尿検査 蛋白・糖 ○ ○ 

血液検査 

  

  

 

 

  

 

中性脂肪 ○ ○ 

HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ ○ ○ 

LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ ○ ○ 

AST（GOT) ○ ○ 

ALT(GPT) ○ ○ 

γ-GT(γ-GTP) ○ ○ 

空腹時血糖 ○ ○ 

ヘモグロビン A１ｃ ○ ○ 

貧血検査 

  

  

ヘマトクリット値 ■ (●） 

血色素測定 ■ (●） 

赤血球数 ■ (●） 

心機能検査 １２誘導心電図 ■ (●） 

眼底検査 片眼撮影 ■ (●） 

腎機能検査 

  

血清クレアチニン   ● 

ｅ-GFR   ● 

痛風検査 尿酸   ● 

  ※ ○…必須項目   ■…医師の判断に基づき選択的に実施する項目  

    ●…伊達市独自項目 

 

（４）実施場所と時期 

地区 箇所数 時期 

月舘地区 1   ７月上旬 

保原地区 5   ７月上旬から下旬 

霊山地区 1   ９月中旬 

梁川地区 7   10 月 

伊達地区 1   11 月上旬 

 

 

（５）受診券の交付及び受診方法 

  受診券は年度初めに対象者に個別配布し、受診時は受診券と保険証を一緒

に提出する。 
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（６）特定健康診査委託基準 

 ①基本的な考え方 

  特定健康診査の実施にあたっては、できる限り多くの対象者に確実に実施 

 できるよう、また健診・保健指導機関間の事由で公正な競争により上質なサ

ービスが低廉に供給されるよう、民間の事業者も含めたアウトソーシング

が国では想定されている。 

 ただし、実施結果に基づく評価、そして評価結果を用いた後期高齢者支援

金の加算・減算を行うことから、一定水準以上のサービスを供給できるこ

とがアウトソーシングを行う上での前提となる。 

 そのため、委託先機関について一定の基準を設け、基準を満たす機関であ

れば受託できることとする。 

 

②具体的な基準（実施基準第１７条に基づく厚生労働大臣の告示第１） 

ア）人員に関する基準 

イ）施設、設備等に関する基準 

ウ）精度管理に関する基準 

エ）特定健康診査の結果等の情報の取扱いに関する基準 

オ）運営等に関する基準 

 

（７）特定健康診査データの保管及び管理方法 

 特定健康診査のデータは、原則として特定健康診査を受託する機関が、国

の定める電子的標準様式により、委託機関へ提出します。 

 特定健康診査に関するデータの保存期間は５年間とし、管理および保管は

委託先へ委託します。 
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３．特定保健指導の実施方法 

（１）基本的な考え方 

 市の現状として、直近の特定健診結果では、血圧、血糖、脂質等の有所見

者割合が受診者の大半を占めており、関連する生活習慣病の発症や重症化予

防に徹底した取組重要になっている。したがって、引き続き、血圧、血糖等、

リスクの重複した対象者へ早期介入し、行動の変容につながる保健指導を実

施する。 

 さらに、個人の生活習慣は社会的要因に規定されることも大きいため、健

康が維持できる環境となるための働きかけも必要である。具体的には、健康

増進法（健康推進課）などで実施するポピュレーションアプローチ（健康教

室などの集団指導）との融合や、社会資源等も積極的に活用していくことが

望ましい。 

 

 

（２）特定保健指導対象者の選定と階層化 

  特定保健指導の対象者は下図のとおりとする。 

 

 

 腹 囲 

   追加リスク  

④喫煙歴 

      対象 

①血糖 ②脂質 ③血圧 40-64 歳 65-74 歳 

男性 

85ｃｍ以上 

女性 

90ｃｍ以上 

  ２つ以上該当  積極的支援  

 

 

動機付け支援 

   

   １つ該当 

あり 

 なし  

 

上記以外で 

ＢＭＩが 

２５以上 

  ３つ該当   

積極的支援 

 

 

 

動機付け支援 

   

２つ該当 

 あり 

 なし  

  １つ該当  

※動機づけ支援・・・保健指導の後６ヵ月後に評価 

※積極的支援・・・・３ヶ月以上のフォローアップと６ヶ月後の評価 
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（３）保健指導の優先順位 

  保健指導の実施は健診結果から標準的な健診・保健指導プログラム（確定 

 版）様式６－１０のフローチャートに基づき、下記の優先順位に従って行う。 

 

１ 
Ｏ 

Ｐ 

特定保健指導の 

対象者 

特定保健指導 

Ｏ：動機付け支援 

Ｐ：積極的支援 

本人に合った行動変容を

促す保健指導の実施。状

況に応じて受診勧奨を行

う。 

２ Ｍ 

内臓脂肪蓄積はない

が、判定基準で受診

勧奨レベルにある者

情報提供 

（結果の意味や医療機

関受診・健診の継続受診

の必要性など） 

医療機関受診の必要性の

説明。生活改善や受診行

動が主体的にできるよう

支援する。 

３ 

 

Ｉ 

(Ｌ) 

生活習慣病治療中の

者のうち、治療コン

トロール不良者で、

健診結果に有所見が

ある者 

Ｍと同様の扱い Ｍと同様の扱い。 

４ Ｎ 

受診不要者のうち、

伊達市独自の健診項

目で有所見の者 

Ｍと同様の扱い 

 

Ｍと同様の扱い 

受診不要者 情報提供 

（結果の意味や健診の

継続受診の必要性など）

 

５ 
３以外

のＩ 

生活習慣病治療中の

者 

情報提供 

 

かかりつけ医との連携 

レセプトデータとの突合 
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（４）対象者の重点化について 

 特定保健指導の目的は、生活習慣病の発症や重症化を予防することにある

ため、特定健康診査・特定保健指導の実績等を総合的に勘案し、生活習慣病

になるリスクの高さに応じて優先順位をつけ、レベルに応じた保健指導を実

施する。具体的には、下記により特定保健指導対象者の絞り込み等を行うこ

ととする。 

  【重点化のポイントについて】 

  ①年齢 

    特定保健指導の効果が高いとされている年齢が比較的若い層。 

  ②特定健康診査結果 

    特定健康診査結果の分析から、より綿密な生活改善が必要になった者。 

  ③問診結果等 

    特定健康診査の標準的な質問項目等の回答により、生活習慣改善の必

要性が高い対象者。 

 

（５）特定保健指導委託基準 

①基本的な考え方は「第３章２特定健康診査の実施方法（６）特定健康 

 診査委託基準」に準拠する。 

 ②具体的な基準（実施基準第１７条に基づく厚生労働大臣の告示第２） 

  ア）人員に関する基準 

  イ）施設、設備等に関する基準 

  ウ）特定保健指導のないように関する基準 

  エ）特定保健指導の記録等の情報の取扱いに関する基準 

  オ）運営等に関する基準 

 

（６）指導実施者の人材確保と資質向上 

 医療保険者での生活習慣病対策、予防重視の基本的な考え方のもと、市の

保健師及び管理栄養士等（嘱託職員含む）にて実施するが、対象者数の増加

に対応するためにはアウトソ－シングの活用も検討する。 

指導にあたるものについては、自ら資質の向上を図り、また、指導者間での

情報交流を行い最新情報の収集活用に努める。 

 

（７）特定保健指導のデータの保管および管理方法 

 特定健康診査と同様とする。 
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４．年間スケジュール 

特定健康診査及び特定保健指導の年間スケジュールについては下表のとおり

実施するものとするが、実際に実施する中で不都合等があれば適宜見直しを行

う。 

月 特定健康診査 特定保健指導 

4 月     

5 月 受診券・問診票配布   

6 月     

7 月 集団健診開始   

8 月         健診結果送付開始   

9 月   指導対象者選定 

10 月        初回面接開始  指導と事業評価 

11 月  健診終了   

12 月     

1 月     

2 月   初回面接終了 

3 月     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・おおむね７月から１１月に伊達市国保

加入者を対象に特定健康診査を実施。 

 

・生活習慣病になるリスクの高さに応じ

て優先順位をつけ、レベルに応じた保健

指導を実施。 
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１．基本的な考え方 

医療保険者は、特定健康診査・特定保健指導で得られる健康情報の取扱い

については、個人情報の保護に関する法律及びこれに基づくガイドライン等

を踏まえた対応を行う。その際には、受診者の利益を最大限に保証するため

個人情報の保護に十分に配慮しつつ、効果的・効率的な特定健康診査・特定

保健指導を実施する立場から、収集された個人情報を有効に利用することが

必要である。 

 

２．具体的な個人情報の保護 

個人情報の取扱いに関しては、個人情報保護法に基づく「国民健康保険組

合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」にもとづいて

行う。 

特定健康診査・特定保健指導を外部に委託する際は、個人情報の厳重な管

理や、目的外使用の禁止等を契約書に定めるとともに、委託先の契約状況を

管理していく。 

 

３．守秘義務規定 

国民健康保険法（平成２０年４月１日施行分） 

第百二十条の二  保険者の役員もしくは職員又はこれらの職にあった者

が、正当な理由なしに、国民健康保険事業に関して職務

上知得した秘密を漏らしたときは、一年以上の懲役又は

百万円以上の罰金に処する。 

 

高齢者の医療の確保に関する法律（平成２０年４月１日施行分） 

第三十条     第２８条の規定により保険者が特定健康診査等の実施

の委託を受けた者（その者が法人である場合はその役

員）若しくはその職員又はこれらの者であった者は、そ

の実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がな

く漏らしてはならない。 

第百六十七条   第３０条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以

下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

【第４章】 個人情報の保護について 
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１．特定健康診査等の実施計画の公表方法 

 高齢者の医療の確保に関する法律第１９条３「保険者は、特定健康診査等

実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない」に基づき、特定健康診査等実施計画を市広報およびホームペ

ージに掲載し内容の周知を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

１．基本的な考え方 

  特定健診・特定保健指導の最終目標は、メタボリックシンドローム該当者

及び予備群の減少を減らすことに他ならないが、その実現に向け、毎年、計

画的かつ着実に健診・保健指導を実施していくことが必要となる。その際、

実施後の成果の検証が必要であるが、下記のとおり、設定した目標値の設定

状況、及びその経年変化の推移等について、定期的に評価していく計画であ

る。 

 

２．具体的な評価方法 

 （１）特定健康診査・特定保健指導の実施率 

 前年度の実施率を翌年度に確認し、実施計画における目標値の達成状

況を把握する。国への実績報告と合わせて標準的・統一的な手法にて正

確に実施する。 

  

（２）メタボリックシンドロームの該当者・予備群の構成割合や減少率 

    8 学会が作成したメタボリックシンドロームの基準を活用する。平成

20 年度実施分の健診結果データによる国への実績報告ファイルと平成

【第５章】 特定健康診査等実施計画の 

      公表・周知について 

【第６章】 特定健康診査等実施計画の 

      評価及び見直しについて 
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29 年度実施分の国への実績報告ファイルとを比較し、10 年間の減少率を

算出する。 

  

（３）その他 

    特定健診・特定保健指導の実際の実施状況・結果について計画通りに

推移しているか評価する。 

 

３．評価の実施責任者 

  最終評価については、特定健康診査・特定保健指導の成果として、対象者

全体における生活習慣病対策の評価（有病率、医療費等）を行うものである

から、医療保険者が実施責任者となる。 

 なお、保険運営の健全化の観点から国保運営協議会において毎年進捗状況

を報告し、状況に応じて特定健康診査等実施計画を見直すこととする。 
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